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（資料）

●南丹市保育所保育料等徴収金基準額表

※１ ３歳以上児は、幼児教育・保育の無償化のため、0円となっています。

３歳以上児より副食費が必要になります。副食費は、日割りはありません。

※２ 次の場合、副食費は免除です。

① 年収 360 万円未満相当（市民税 57,700 円未満）の世帯の子ども

② 全所得階層の第 3子以降の子ども（多子の数え方には条件があります。）

・市民税所得割 57,700 円以上～169,000 円未満：満１８歳未満（※）の子どもから数えて、

３人目以降の子ども（※18 歳に達する以降最初の 3月 31日までの間を含む。）

・市民税所得割 169,000 円以上～ 就学前児童の範囲で、上から３人目以降の子ども

※ 多子カウントの対象…保護者と生計を一にしていることが条件です。必ずしも同居を必要とはしていません。

※ ３歳未満児の給食副食費は、保育料の中に含みます。

２号認定（3歳以上児 ※満 3歳に達する日の翌日以後の最初の 4月 1日から）

保育料徴収金基準額（月額） ０円※１ 副食費 ４，５００円※２

３号認定（3歳未満児 ※満 3歳に達する日以後の最初の 3月 31 日まで）

各月初日の入所児童の

属する世帯の階層区分
保育料徴収金基準額（月額）

国・京都府の減免制度によ
り適用される内容

階層区分 定義
保育標準時間

保育料

保育短時間

保育料

Ａ 生活保護世帯 ０円 ０円 -

Ｂ 市民税非課税世帯 ０円 ０円 -

Ｃ１ 市民税所得割非課税世帯 ８，０００円 ７，８００円

Ｃ２

市
民
税
所
得
割
の
金
額

8,000 円未満 １０，０００円 ９，８００円

Ｃ３ 8,000 円以上 48,600 円未満 １１，０００円 １０，８００円

Ｄ１ 48,600 円以上 52,700 円未満 １２，６００円 １２，３００円

Ｄ２ 52,700 円以上 56,400 円未満 １４，０００円 １３，７００円

Ｄ３ 56,400 円以上 64,300 円未満 １８，０００円 １７，６００円

第２子
半額

＊同一世帯内
において 2人

の児童が入所
している場合

第３子以降
無料

多子カウント

年齢制限あり
(18 歳になる
年度まで)

Ｄ４ 64,300 円以上 75,200 円未満 ２４，５００円 ２４，０００円

Ｄ５ 75,200 円以上 97,000 円未満 ２９，６００円 ２９，０００円

Ｄ６ 97,000 円以上 112,200 円未満 ３２，５００円 ３１，９００円

Ｄ７ 112,200 円以上 147,000 円未満 ３６，０００円 ３５，３００円

Ｄ８ 147,000 円以上 169,000 円未満 ３９，０００円 ３８，３００円

Ｄ９ 169,000 円以上 211,100 円未満 ４１，０００円 ４０，３００円 第３子以降
無料

＊同一世帯内
において

3人以上の児

童が入所して
いる場合

Ｄ１０ 211,100 円以上 264,500 円未満 ４３，０００円 ４２，２００円

Ｄ１１ 264,500 円以上 301,000 円未満 ４５，０００円 ４４，２００円

Ｄ１２ 301,000 円以上 ４６，０００円 ４５，２００円

第２子半額

第３子以降無料

57,699 円以下

57,700 円以上
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●南丹市保育所〈ひとり親世帯、障がい児（者）のいる世帯〉保育料徴収金基準額表

※ D５階層の一部（世帯の市民税所得割課税額が77,101円以上）を超える世帯は、

「南丹市保育所保育料徴収金基準額表」を適用します。

【その他の減免制度】

在宅障がい児（者）のいる世帯で、D5階層の一部（世帯の市民税所得割課税額が77,101円以上）からD12階層

の世帯における保育料については、「南丹市保育所保育料徴収金基準額表」に定める保育料徴収金基準額の

1/2になる場合があります。

３号認定（3歳未満児 ※満 3歳に達する日以後の最初の 3月 31 日まで）

階層区分

（定義は前の表を参照）

保育料徴収金基準額（月額）
国・京都府の

減免制度により

適用される内容

保育標準時間保育料 保育短時間保育料

Ｂ ０円 ０円

Ｃ１ ４，０００円 ３，９００円

第２子

以降無料

Ｃ２ ５，０００円 ４，９００円

Ｃ３ ５，５００円 ５，４００円

Ｄ１ ６，３００円 ６，１５０円

Ｄ２ ７，０００円 ６，８５０円

Ｄ３ ９，０００円 ８，８００円

Ｄ４ ９，０００円 ９，０００円

Ｄ５

（７７，１０１円未満）
９，０００円 ９，０００円

～下記に該当する世帯については、保育料の負担軽減があります～

（１）生活保護等世帯 （２）ひとり親世帯 （３）在宅障がい児（者）のいる世帯

（４）第３子以降の通所児童がいる世帯

※（３）の方は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養

手当の証書の写しを添付が必要です。


